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デジタル・プラットフォーム（DPF）による不公正な
取引についての独占禁止法による規制
弁護士
住田 浩史

1　 はじめに
　本誌53～ 55号では、デジタル・プラットフォーム
（DPF）が負うべき民事責任について、それぞれ異な
る視点から論じてきた1・2・3。なお、前号（55号）でとり
あげた、マンガの無断転載サイトの広告を取り扱った
広告代理店が著作権侵害の「過失幇助」に基づき著作
者に対して損害賠償義務を負うとした東京地判令和3
年12月21日（最高裁判所ウェブサイト4は、被告らから
控訴されたが、控訴審の知財高判令和4年6月29日で原
告勝訴が維持されている（最高裁判所ウェブサイト5）。
　本号では、これらとは、さらに大きく異なった視
点、具体的には、独占禁止法的な観点から、DPFの
行為にいかなる規制がかけられているかについて論じ
てみたい。どのように異なるかというと、過去3号で
は「DPFそれ自体ではなくDPF参加事業者の不当な
行為により消費者被害が起きる」という意味において
DPFと消費者との間の関係は間接的なものであった
といえるが、今号の問題は、主として「DPFがDPF
参加者の権利を不当に侵害し、ひいては一般ユーザー
の利益が損なわれる」という意味での被害の間接性が
あるといえよう。

2　 我が国におけるDPFの不公正取引規制
（1） DPFと独占
　さて、プラットフォーム、とくにDPFが急激な

拡大・成長を遂げるのはなぜか。これは、すでに本
誌54号 2において述べたとおりであるが、DPFは、
事業者における旧来の分業（例：サプライ・チェーン）
のリニア型の構造とは根本的に異なり、N対N型構
造をとる多面市場において、異なる利用者層どうし
をつなぎ、その便益を直接・間接ネットワーク効果
で増幅させ、いわば雪だるま的に成長していくため
である。
　例えば、図1のとおり、米国Amazonの売上のう
ち、第三者販売（Amazonマーケットプレイス）の割
合は2011年には38％であったのに対し、10年後の
2021年には65％と急激な上昇を見せている 6。これ
はAmazonが、自らのウェブサイトを自社の直接的
な販売の場とするよりも、DPFとして第三者への
販売の場を急激に拡大、増加させていっていること
を意味する。
　このように、構造上、必然的に、巨大DPFの独
占ないし寡占的な状況が生じやすい。また、そうな
ると、DPF参加者は、事業者も消費者も、ひとた
びあるDPFに参加してこれに依存してしまうと、
DPFからなんらかの不利益な行為を受けても、こ
れを拒絶して容易に切り替えられないという「ロッ
クイン効果」－他のDPFに切り替えるコスト（ス
イッチングコスト）なども考慮すれば、なおさらで
ある－が生じるという弊害もおきかねない。

図 1　Amazonの総売上に占める第三者販売の割合

（2） 「考え方」（2019年12月17日）
　こうしたDPFの構造的な独占状況を受け、わが
国の公正取引委員会は、まずは、「デジタル・プラッ
トフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者と
の取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止
法上の考え方」（以下「考え方」という。 7）を示した。
　この「考え方」では、まず、
「自己の取引上の地位が取引の相手方である消費
者に優越しているデジタル・プラットフォーム事
業者が、取引の相手方である消費者に対し、その
地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に
不利益を与えることは、当該取引の相手方である

図 1　Amazonの総売上に占める第三者販売の割合
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消費者の自由かつ自主的な判断による取引を阻害
する一方で、デジタル・プラットフォーム事業者
はその競争者との関係において競争上有利となる
おそれがある」

として、一般論を示した上、具体的な優越的地位の
濫用のケースとしては、とくに個人情報の不正取
得、不当利用に限って、例示列挙している。
　「考え方」は、DPFが、とりわけ個人情報の取得・
利用の場面で消費者の利益を直接侵害するケースに
ついて独占禁止法上の優越的地位の濫用が認められ
る場合があることを確認したが、ひとまずは、個人
情報の取得や利用を対価として検索やSNSなどの
サービスを提供するGoogleやFacebook等の巨大な
非マッチング型DPFを想定し、これを牽制したも
のと考えられる。

（3） 透明化法（2020年5月27日）
　次に、公正取引委員会がめざしたのは、やはり巨
大なDPF、今度はマッチング型DPFによる不公正
な取引慣行を排除するための立法であり、2018年か
ら開催されていた「デジタル・プラットフォーマー
を巡る取引環境整備に関する検討会」での議論をも
とに、2020年5月に「特定デジタルプラットフォー
ムの透明性及び公正性の向上に関する法律」（以下
「透明化法」という。）が成立し、2021年2月に施行さ
れた。なお、現時点で規制対象となっているのは、
オンラインモールのアマゾンジャパン合同会社、楽
天グループ株式会社、ヤフー株式会社、アプリスト
アのApple Inc. ／ iTunes株式会社、Google LLCの
5社のみである。
　透明化法は、DPFに対して、欧州のP2B規則とほ
ぼ同様の義務を課しているが、禁止行為及びこれに
対する直接のペナルティは存在しない。ただし、
DPF利用事業者に対する相談窓口を設置し、その
他の利害関係者からのモニタリング・レビューを
行って評価を行い、遵守されていなければ勧告・命
令（透明化法6条）を行い、また独占禁止法違反とな
り得る行為があった場合には公正取引委員会への措
置請求（透明化法13条）を行う、といういわば間接的
でソフトな規制手段がとられている。

（4） デジタル広告規制（2022年秋）
　さらに、2022年7月5日、「特定デジタルプラット
フォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第
四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一
部を改正する政令」（2022年8月1日施行）により、今
秋、透明化法への対象事業者追加というかたちで、

デジタル広告についての不公正取引規制も行われる
予定である8。
　デジタル広告はDPF、とりわけ非マッチング
DPF（SNS、検索サービス、動画配信サービス等）の
主たる収益源となっており、とくにデジタル広告の
主流となっている運用型広告（検索連動型広告、オ
ウンドプラットフォーム型広告、オープンディスプ
レイ広告）においてはプラットフォームの介在しな
い広告はないといってよい状況である。DPFを利
用する一方利用者である広告主は、アドフラウド
（不正な広告費詐取）や広告表示回数の計測不能、広
告への反応などのデータが囲い込まれていることへ
の不満などを抱えており、また、他方利用者である
パブリッシャーは、広告主が広告枠にいくら払った
のかがわからず、また価格決定権限を失ったことへ
の不満を抱えていることが、実態調査 9により明ら
かとなっている。

3　 東京地判令和4年6月16日（食べログ評価点算出ア
ルゴリズム変更についてのDPFの優越的地位の濫
用が認められた判決、判例集未登載）

　そのような中、2022年6月に、DPFの利用事業者に
対する優越的地位の濫用及び民事上の不法行為責任を
認めた、注目すべき判決が下されている。なお、2022
年8月時点においてもいまだ判決文が公刊物や裁判所
ウェブサイト等に公開されていないため、これを詳細
に評釈することができないが、原告＝飲食店側が公開
している損害賠償請求訴訟の訴状 10、判決時のプレス
リリース11及び報道 12 ベースでは、下記の点が明らか
となっている。
（1） 訴状における原告の主張
　2019年5月21日、大手DPF「食べログ」の同サイ
トが各店舗に対してウェブサイト上で公開している
評価点について、その算出方法（アルゴリズム）を、
チェーン店の評点を引き下げる方向に変更した。
　その変更理由は、
「食べログの有料契約プランを購入し、広告費を
支払った飲食店（有料会員登録店）は、アクセス
アップ機能（標準検索における表示順位を上昇さ
せる機能）やゴールデンタイム強化機能（消費者の
閲覧が多い時間帯（ゴールデンタイム）における標
準検索での表示順位を上昇させる機能）といった
機能を利用することができると共に、標準検索を
行った場合には、検索結果の上位に表示してもら
うことができる」
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ため、
「より多くの広告費を支払う可能性が高い店舗、
例えば、一般に経営に成功した結果として多店舗
を展開していることが多いチェーン店に対して
は、その評点算出アルゴリズムを操作して点数を
低くすることで、広告費をより多く支払わせ、売
上を増大させるインセンティブがある」

とのことである（訴状6～ 7頁）。
　原告は、「食べログ」有料会員であり、売上の35 
％を「食べログ」経由の来店客に依存する状態であ
り、アルゴリズム変更後、毎月5000人以上の「食べ
ログ」経由の来客数の減少があった。
　これについて、原告は、独占禁止法上の優越的地
位の濫用にあたるとして、同サイトを運営する株式
会社カカクコムに対して、不法行為に基づき、アル
ゴリズム変更後24か月分の売上減少見込額5億4032
万8862円及びブランド毀損による損害額9872万5560
円の合計6億3905万4422円の損害賠償及びアルゴリ
ズム変更の差止を求めた。

（2） 判決
　判決は、アルゴリズム変更の差止めは棄却した
が、カカクコムの行為について優越的地位の濫用を
認め、飲食店に対して、不法行為に基づき3840万円
の損害賠償を命じた。なお、カカクコムは、この判
決に対して控訴している 13。

（3） 判決について
　判決は、独占禁止法上の優越的地位の濫用を認め
たものと報道されているところ、優越的地位該当
性、濫用行為、公正競争阻害性の3つの要件につい
て、何が争点となっており、判決がこれをどのよう
に認定したのかまで詳細に報道、評釈したものはな
い。なお、優越的地位の濫用は認めながら、アルゴ
リズムの差止め（なお、この差止請求は独占禁止法
24条に基づくものと思われるが、上記損害賠償の訴
状に記載はなく、別事件として提訴されている。）は
認められなかった、とされているが、これが認めら
れなかった理由についても不明である。
　ただし、手がかりとして、原告により公開されてい
る2021年9月16日付公正取引委員会「令和2年12375号
差止請求事件に係る求意見について」 10 によれば、
公正取引委員会が優越的地位の濫用に該当するかど
うかについての回答を行っており、裁判所もこれに
沿った認定をしたのではないかと考えられる。例え
ば、アルゴリズム変更が「競争上著しく不利にさせ
る」かどうかについては、公正取引委員会は、「点

数をどの程度落としたか」「（ポータルサイトとして
の）影響力の程度」「閲覧者数の減少」「売上の減少」
「理由が合理的であるか」「設定・運営が恣意的にな
されたか否か」が考慮要素となるとしている。
　いずれにせよ、この一審判決の公開及び控訴審で
の審理が注目される。

4　 むすびに
　以上みてきたところ、DPFの独占状況及びその弊
害については、公正取引委員会はかなり早期から実態
調査を行ったうえ、危機感をもって臨み、手厚い諸方
策をとっているように見受けられる。DPFによる消
費者に対する直接侵害が防止されるケースはもちろ
ん、DPFにより事業者が不当な不利益を受けること
が防止されることは、ひいては、一般消費者の利益が
確保される（なお、独禁法1条参照）ことにもつながる。
消費者被害の救済に携わる専門家は、DPFに関する
問題については、独禁法あるいは独禁法の考え方に基
づく解決策も検討すべきであろう。
　他方、消費者庁の動きはどうか。これは、私見であ
るが、消費者庁は、DPFに対する強い警戒心を持っ
ていないのではないかと思われる。DPFによりDPF
参加事業者がいかに匿名化され、消費者被害の解決が
いかに困難になっているかについての認識は十分とは
いえず、これに対する立法その他の手当は、かなり手
薄のままである（取引DPF消費者保護法の不十分さに
ついては本誌54号でも述べたとおりである）。そのた
め、例えば、国際ロマンス詐欺は匿名のSNSを通じて
行われ、被害回復が極めて困難な被害類型となってお
り、そのために大流行して収まる気配をしらない。
　日弁連や、各地弁護士会、消費者団体、消費生活相
談員その他消費者被害の救済に携わる専門家は、引き
続きDPFを利用した消費者被害の実態をとらえ、諦
めず声を届け続ける必要がある。
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